
一区区民だより 令和 5年 6 月 第２48号 

・・・ 自転車に 乗るなら必ず ヘルメット ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６月の行事予定】 

１日（木） 資源ゴミ回収 

２日（金） ふれあいサロン 

４日（日） ボッチャ大会（コミ） 

５日（月） 一区火防の会 秋葉神社参拝 

９日（金） 防犯パトロール 

18日（日） 春の環境美化活動 

（予備日 25日） 

20日（火） 元気アップ教室 

 

【７月前半の行事予定】 

５日（水） 環境パトロール 

６日（木） 資源ごみ回収 

７日（金） ふれあいサロン 

14日（金） 防犯パトロール 

15日（土） 生活安全の夕べ 

訃     報 

区内で次の方が亡くなられました。ここに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

故 伊 藤 とし子 様    桜 町  享年 ９４歳   ５月 １日 没 

故 田 島 重 美 様    十塚町  享年 ９３歳   ５月１６日 没 

「春の交通安全市民運動 立哨」 

 

例年４月に実施されるのですが、今年は統

一地方選挙により、5 月となりました。 

5/11～20 の期間中、区内 3 交差点で立

哨し、小学生を見守りました。5/13(土)の元

城小学校の運動会の日も立哨を行いました。 

ブロック長、協力員の皆さんと立哨活動を

しました。 

「ふれあいサロン」 
 

毎月、第 1週の金曜日、午前 10時から 1

時間程度、行っています。 
 

5 月 5 日は、17 名の参加で、猫の籠を作

りました。 

「元気アップ教室」 
 

毎月、第 3週の火曜日、午前 10時半から

1 時間半程度、行っています。 
 

5月１６日は、14名の参加で、健康づくり

リーダーの大澤先生の指導により、ボールや

タオルを使って体操しました。 

「防犯パトロール」 
 

5月 1２日、午後 8 時から、防犯灯の球切

れ、通りの明るさの点検、危険個所がないか、

落書きはないかなどを見て回ります。 

協力員、こども会の保護者の方も参加して

くださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

健康講座「歯と口の講座」 
 

自分の歯を長持ちさせることは、長寿と健

康につながります。 

ぜひ、この機会に見直してみては? 
 

日時：7月１2日（水）10時 30分より 

場所：区民会館 2階 

内容：①健康のための口腔ケア 

②誤嚥性肺炎の予防 ほか 

講師：歯科衛生士会 山口ひさ子先生 

 
「連絡事項」 

 

区費はいつごろ? の問い合わせについて

ですが、6 月中旬に通知書兼領収書を組長さ

んにお届けします。よろしくお願いします。 
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「春の環境美化活動」 
 

例年、6月の第 3週の日曜日を全市環境美化の日に合わせて、一区としても実施します。 
 

日 時    ： 6月 18日（日）8時より 【当日が雨天の場合は翌週の 25日】 

 区のホームページに実施・延期の別を掲載し、タイトル右の URL からスマホで

も確認できます 

集合時間・場所： 当日 7時 45分集合、旧視聴覚ライブラリー駐車場 

実施方法   ： 集合場所から 4 つの班に分かれて、草刈り・空ビン・空缶・ペットボト

ル・ごみ等を拾い、集合場所に持ち帰っていただきます 
 

※ 重くなった袋は、いくつかまとめて置いてきてくだされば、トラックで回収します。 

ゴミ出しマナーを守って、快適な暮らしを！！ 
 

「環境パトロール」 
一区では、区内の環境浄化、住みよい街づくりを目指して、毎月資源ごみの前日に朝 8 時

から 1 時間程度、環境委員の皆さんとゴミステーションを巡回点検し、分別・回収されてい

ないゴミ袋は区に持ち寄り、洗浄・分別して、翌日の資源ごみに出せるものは出しています。 

 

「ゴミ出しマナー」を守ろう 
今、渡刈のクリーンセンター（ごみ処理施設）の状況はご存じですか？ 

今年の 2 月、可燃ごみを焼却したところ、混在していた電池が焼却熱で破裂し、火災が発

生し、炉の一部が使えなくなりました。現在は、復旧したのですが、使えなかった期間のゴミ

が大量に残っていて、市民全員で、燃やすゴミの減量化を推進しています。 

 

少しでも減量化するために、分別の徹底をするために、ゴミ出しマナーを守りましょう。 

 

1. 市の指定ゴミ袋とは、黒、緑、青、赤の 4種類

です。レジ袋や半透明の市販の袋、紙袋ではあ

りません 

2. 可燃ゴミにペットボトルが入っていたり、缶が

入っていることがあります 

3. 一区では、黒は毎週月曜日、緑は毎週火・金曜

日、青は毎月第 2 水曜日、赤は毎月第 4 水曜

日です 

4. 原則、当時の朝 0 時から 8 時 30 分までに指

定のステーション（黄色のネット）に出す 

5. ネットの外に出ないようにする（カラス被害を

防止するために各自で協力を） 
 

※ 今年度から、ゴミ出しマナーの悪いステーションは、移動や廃止も検討します。 

マナーが悪いとは、この 5箇条が

守られていないことです 

1. 市の指定ゴミ袋に入れる 

2. 袋の違う 4 種類のごみや資源ご

みを混ぜない 

3. 提出日を守る 

4. 提出時間を守る 

5. 毎週火・金曜日の燃えるゴミは、

黄色のネットの中に袋を入れる 

 



一区区民だより 令和 5年 6 月 第２48号 

・・・ 自転車に 乗るなら必ず ヘルメット ・・・ 

 


